
○国立大学法人宮崎大学特任教授等選考規程

平成20年２月28日

制 定

改正 平成21年３月30日 平成22年７月22日

平成24年３月29日 平成27年３月26日

平成31年４月26日

（趣旨）

第１条 この規程は、国立大学法人宮崎大学基本規則第42条の２の規定に基づき、国立大学法人宮

崎大学（以下「本法人」という。）の特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手

（以下「特任教授等」という。）の選考について、必要な事項を定めるものとする。

（称号付与の要件）

第２条 特任教授等の称号を付与できる者は、本法人に勤務する有期契約職員及び非常勤職員のう

ち、運営費交付金における特別経費及び競争的資金並びにその他外部資金による事業において、

教育又は研究を行う教授、准教授、講師、助教又は助手に該当する者とする。

（選考基準）

第３条 特任教授等の選考は、国立大学法人宮崎大学教員選考規程の規定を準用する。

（選考方法）

第４条 特任教授等の選考は、当該学部又は工学教育研究部の教授会（教授会が置かれていない場

合にあっては、これに相当する組織）の議を経て、学長が行う。

（本人への通知）

第５条 学長は前条により特任教授等の称号を付与する場合には、人事異動通知書又は別紙様式に

より、本人に了知させるものとする。

附 則

この規程は、平成20年２月28日から施行する。

附 則

この規程は、平成21年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成22年７月22日から施行する。

附 則

この規程は、平成24年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、平成27年４月１日から施行する。

附 則

この規程は、令和元年５月１日から施行する。



別紙様式

氏 名

国立大学法人宮崎大学特任○○の称号を付与する

期間は 年 月 日までとする

年 月 日

国立大学法人宮崎大学長 印


